
250827-02版 

中部地方整備局 

（参考）令和 7年 8月 工事調達における総合評価落札方式の運用ガイドライン 正誤表 

 

No 
修正

内容 

修正前 修正後 

頁 ２５０８２７－０１版 頁 ２５０８２７－０２版 

1 表現

変更 

4 1-2  発注基準に基づく入札方式 

 

 

4 1-2  発注基準に基づく入札方式 

 

億円

3.4

B

C

D

一般競争
（拡大）

契約
予定
金額 契約方式

等級
区分

契約方式

等級区分なし
（その他）一般土木・建築

アスファルト
舗装

電気設備・
暖冷房衛生設備

造園

等級
区分

契約方式
等級
区分

契約方式
等級
区分

契約方式

A

A

1.4

B

2.3

0.6 0.6 0.6

C

A

B

C

一般競争
(WTO)

※２

試行
一般競争
（拡大）
※１

0.3
B

0.6

試行
一般競争
（拡大）
※１

試行
一般競争
（拡大）
※１

試行
一般競争
（拡大）
※１

試行
一般競争
（拡大）
※１

一般競争
(WTO)

一般競争
（拡大）

一般競争
(WTO)

一般競争
（拡大）

一般競争
(WTO)

一般競争
（拡大）

一般競争
(WTO)

※３

一般競争
（拡大）

0.6

A

8.1
8.2

0.7



No 
修正

内容 

修正前 修正後 

頁 ２５０８２７－０１版 頁 ２５０８２７－０２版 

2 内容

変更 

13 2-2-1  働き方改革と担い手の育成・確保、新技術の活用・生産性

向上の取組み推進 

（2）担い手技術者の活用の評価基準の見直し 

 

 

13 2-2-1  働き方改革と担い手の育成・確保、新技術の活用・生産性

向上の取組み推進 

（2）担い手技術者の活用の評価基準の見直し 

 

 

3 表現

変更 

30 3-4-2  配置予定技術者の技術力 

（3）工事成績 

•発注者から企業に対して通知された工事成績評定通知書等の評定点

の合計（以下「評定点」という）が６５点以上の実績に限る。 

•評定点が企業に通知されている実績においては、評定点を証明する資

料の添付がなければ入札に参加できない。ただし、中部地方整備局（港

湾空港関係除く）発注工事実績である場合は、書類の添付は必要ない。 

30 3-4-2  配置予定技術者の技術力 

（3）工事成績 

•発注者から企業に対して通知された工事成績評定通知書等の評定点

の合計（以下「評定点」という）が６５点以上の実績に限る。 

•評定点が企業に通知されている実績においては、評定点を証明する資

料の添付がなければ入札に参加できない。ただし、中部地方整備局（港

湾空港関係除く）発注工事実績である場合は、平成１３年度以降に完

成し引き渡しを行った場合に限り、書類の添付は必要ない。 

 

 
新技術開発に関わる受賞企業を加点評価する取組を、S 型（WTO)段階的選抜に限定して評価し

ていたが、更なる新技術開発の推進のため、総合評価落札方式で発注する分任官工事を含めた全て

の工事に拡大する。 
 

 

～R6GL

S型(WTO)段階的選抜
方式のみ

R7GL

総合評価の
全工事に適用

拡大

改定内容 
新技術開発に関わる受賞（国土技術開発賞、インフラ DX 大賞、中部 DX 大賞）企業
を加点評価する取組を、総合評価落札方式で発注する全ての工事に拡大する。 

 

 
新技術開発に関わる受賞企業を加点評価する取組を、S 型（WTO)段階的選抜に限定して評価し

ていたが、更なる新技術開発の推進のため、総合評価落札方式で発注する分任官工事を含めた全て

の工事※に拡大する。 
 

 

改定内容 
新技術開発に関わる受賞（国土技術開発賞、インフラ DX 大賞、中部 DX 大賞）企業
を加点評価する取組を、総合評価落札方式で発注する全ての工事※に拡大する。 



4 内容

変更 

32 

33 

3-5-1  評価項目及び配点の基本的な考え方 

（2）配点 

表 4 総合評価落札方式のタイプごとの配点割合 

<施工能力評価型Ⅰ型> 

 

※１：施工計画は、二段階で評価し、原則、「可」か「不可」のみ

を審査し、点数化しない。 

※２：賃上げ未達成であった企業である場合、４点減点する。 

 

<施工能力評価型Ⅱ型> 

 

※１：賃上げ未達成であった企業である場合、４点減点する。 

 

<企業能力評価型> 

 

※１：技術者の能力等は評価しない。 

※２：賃上げ未達成であった企業である場合、３点減点する。 

 

 

32 

33 

3-5-1  評価項目及び配点の基本的な考え方 

（2）配点 

表 4 総合評価落札方式のタイプごとの配点割合 

<施工能力評価型Ⅰ型> 

 

※１：施工計画は、二段階で評価し、原則、「可」か「不可」のみ

を審査し、点数化しない。 

※２：賃上げ未達成であった企業である場合、３点減点する。 

 

<施工能力評価型Ⅱ型> 

 

※１：賃上げ未達成であった企業である場合、３点減点する。 

 

<企業能力評価型> 

 

※１：技術者の能力等は評価しない。 

※２：賃上げ未達成であった企業である場合、２点減点する。 

 

 

(競争参加資格対象) 
総合評価対象 ４０ 総合評価対象 ３ 

施工計画※１ 企業の能力等 技術者の能力等 
賃上げの実施に関する

評価※２ 

－ ２０ ２０ ３ 

 

総合評価対象 ４０ 
総合評価対象 ３ 

企業の能力等 技術者の能力等 
賃上げの実施に関する

評価※１ 

２０ ２０ ３ 

 

総合評価対象 ２０ 
総合評価対象 ２ 

企業の能力等 技術者の能力等※１ 
賃上げの実施に関する

評価※２ 

２０ － ２ 

 

(競争参加資格対象) 
総合評価対象 ４０ 総合評価対象 ２ 

施工計画※１ 企業の能力等 技術者の能力等 
賃上げの実施に関する

評価※２ 

－ ２０ ２０ ２ 

 

総合評価対象 ４０ 
総合評価対象 ２ 

企業の能力等 技術者の能力等 
賃上げの実施に関する

評価※１ 

２０ ２０ ２ 

 

総合評価対象 ２０ 
総合評価対象 １ 

企業の能力等 技術者の能力等※１ 
賃上げの実施に関する

評価※２ 

２０ － １ 

 



No 
修正

内容 

修正前 修正後 

頁 ２５０８２７－０１版 頁 ２５０８２７－０２版 

<Ｓ型（ＷＴＯ）段階的選抜方式> 

 

※１：賃上げ未達成であった企業である場合、５点減点する。 

 

<Ｓ型（拡大）> 

 

※１：賃上げ未達成であった企業である場合、５点減点する。 

<Ｓ型（ＷＴＯ）段階的選抜方式> 

 

※１：賃上げ未達成であった企業である場合、３点減点する。 

 

<Ｓ型（拡大）> 

 

※１：賃上げ未達成であった企業である場合、３点減点する。 

5 内容

変更 

40 

41 

42 

43 

44 

3-5-3  評価項目一覧 

表 10 評価項目一覧（施工能力評価型Ⅰ・Ⅱ型） 

表 11 評価項目一覧（施工能力評価型Ⅰ・Ⅱ型）【塗装工事・アス

ファルト舗装工事 等級区分 A】 

表 12 評価項目一覧（企業能力評価型） 

表 13 評価項目一覧（チャレンジ型） 

表 14 評価項目一覧（技術提案評価型） 

～省略～ 

 

40 

41 

42 

43 

44 

3-5-3  評価項目一覧 

表 10 評価項目一覧（施工能力評価型Ⅰ・Ⅱ型） 

表 11 評価項目一覧（施工能力評価型Ⅰ・Ⅱ型）【塗装工事・アス

ファルト舗装工事 等級区分 A】 

表 12 評価項目一覧（企業能力評価型） 

表 13 評価項目一覧（チャレンジ型） 

表 14 評価項目一覧（技術提案評価型） 

～省略～ 

 

総合評価対象 ６０ 
段階的選抜対象 ３０ 総合評価対象４ 

技術提案 企業の能力等 技術者の能力等 
賃上げの実施に関する

評価※１ 

６０ １５ １５ ４ 

 

総合評価対象 ３０ 
総合評価対象 ３０ 総合評価対象 ４ 

技術提案 企業の能力等 技術者の能力等 
賃上げの実施に関する

評価※１ 

３０ １５ １５ ４ 

 

総合評価対象 ６０ 
段階的選抜対象 ３０ 総合評価対象２ 

技術提案 企業の能力等 技術者の能力等 
賃上げの実施に関する

評価※１ 

６０ １５ １５ ２ 

 

総合評価対象 ３０ 
総合評価対象 ３０ 総合評価対象 ２ 

技術提案 企業の能力等 技術者の能力等 
賃上げの実施に関する

評価※１ 

３０ １５ １５ ２ 

 

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）

（22）

新技術開発に関わる受賞企業

労務費見積り尊重宣言 ※WTO一般土木のみ評価

（23）
自由設定項目（１）

自由設定項目（２）

その他項
目

難工事指定対象工事の実績

新しい担い手（現場代理人・担当技術者）技術者の活用

ICT施工技術の活用 ※ICT舗装工のみ評価

手持ち工事量 ※3.4億円未満の一般土木工事のみ評価

登録基幹技能者の配置

担当技術者の資格

インフラDXの取り組み実績

カーボンニュートラルの取り組み実績

WLB推進企業

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）

（22）

インフラDXの取り組み実績

カーボンニュートラルの取り組み実績

WLB推進企業

新技術開発に関わる受賞企業

労務費見積り尊重宣言 ※WTO一般土木のみ評価

（23）
自由設定項目（１）

自由設定項目（２）

難工事指定対象工事の実績

新しい担い手（現場代理人・担当技術者）技術者の活用

ICT施工技術の活用 ※ICT舗装工（修繕工）のみ評価

手持ち工事量 ※3.4億円未満の一般土木工事のみ評価

登録基幹技能者の配置

担当技術者の資格
その他項

目



No 
修正

内容 

修正前 修正後 

頁 ２５０８２７－０１版 頁 ２５０８２７－０２版 

6 内容

変更 

40 3-5-3  評価項目一覧 

表 5 評価項目一覧（施工能力評価型Ⅰ・Ⅱ型） 

～省略～ 

 

 

40 3-5-3  評価項目一覧 

表 5 評価項目一覧（施工能力評価型Ⅰ・Ⅱ型） 

～省略～ 

 

7 内容

変更 

41 3-5-3  評価項目一覧 

表 6 評価項目一覧（施工能力評価型Ⅰ・Ⅱ型）【塗装工事・アスフ

ァルト舗装工事 等級区分 A】 

～省略～ 

 

 

41 3-5-3  評価項目一覧 

表 6 評価項目一覧（施工能力評価型Ⅰ・Ⅱ型）【塗装工事・アスフ

ァルト舗装工事 等級区分 A】 

～省略～ 

 

8 内容

変更 

42 3-5-3  評価項目一覧 

表 7 評価項目一覧（企業能力評価型） 

～省略～ 

 

42 3-5-3  評価項目一覧 

表 7 評価項目一覧（企業能力評価型） 

～省略～ 

 

9 内容

変更 

44 3-5-3  評価項目一覧 

表 9 評価項目一覧（技術提案評価型） 

～省略～ 

 

 

44 3-5-3  評価項目一覧 

表 9 評価項目一覧（技術提案評価型） 

～省略～ 

 

賃上げ実施企業への加点 3点 3点

賃上げ未達成であった企業への減点 -4点 -4点

-3点 -3点時間外労働に関する法令違反公表企業の減点

賃上げ 3点 3点
賃上げ実施企業への加点 2点 2点

賃上げ未達成であった企業への減点 -3点 -3点

-3点 -3点時間外労働に関する法令違反公表企業の減点

賃上げ 2点 2点

賃上げ実施企業への加点 3点 3点

賃上げ未達成であった企業への減点 -4点 -4点

-3点 -3点時間外労働に関する法令違反公表企業の減点

3点賃上げ 3点
賃上げ実施企業への加点 2点 2点

賃上げ未達成であった企業への減点 -3点 -3点

-3点 -3点時間外労働に関する法令違反公表企業の減点

2点 2点賃上げ

賃上げ実施企業への加点 2点 1点

賃上げ未達成であった企業への減点 -3点 -2点

-3点 -3点時間外労働に関する法令違反公表企業の減点

2点 1点賃上げ
賃上げ実施企業への加点 1点 1点

賃上げ未達成であった企業への減点 -2点 -2点

-3点 -3点時間外労働に関する法令違反公表企業の減点

1点 1点賃上げ

賃上げ実施企業への加点 4点 4点

賃上げ未達成であった企業への減点 -5点 -5点

-3点 -3点時間外労働に関する法令違反公表企業の減点

4点 4点
加点・減点
は二次審
査におい
て実施す
る

賃上げ
賃上げ実施企業への加点 2点 2点

賃上げ未達成であった企業への減点 -3点 -3点

-3点 -3点時間外労働に関する法令違反公表企業の減点

賃上げ 2点 2点
加点・減点
は二次審査
において実
施する



No 
修正

内容 

修正前 修正後 

頁 ２５０８２７－０１版 頁 ２５０８２７－０２版 

10 内容

変更 

45 

49 

50 

3-5-3  評価項目一覧 

（1）施工能力評価型Ⅰ型・Ⅱ型：分任官工事 

（3）施工能力評価型Ⅱ型：企業能力評価型 

（4）施工能力評価型Ⅰ型：チャレンジ型 

～省略～ 

 

45 

49 

50 

3-5-3  評価項目一覧 

（1）施工能力評価型Ⅰ型・Ⅱ型：分任官工事 

（3）施工能力評価型Ⅱ型：企業能力評価型 

（4）施工能力評価型Ⅰ型：チャレンジ型 

～省略～ 

 

11 表現

変更 

45 

46 

49 

50 

3-5-3  評価項目一覧  

（1）施工能力評価型Ⅰ型・Ⅱ型：分任官工事 

（3）施工能力評価型Ⅱ型：企業能力評価型 

（4）施工能力評価型Ⅰ型：チャレンジ型 

 

 

 

45 

46 

49 

50 

3-5-3  評価項目一覧  

（1）施工能力評価型Ⅰ型・Ⅱ型：分任官工事 

（3）施工能力評価型Ⅱ型：企業能力評価型 

（4）施工能力評価型Ⅰ型：チャレンジ型 

 

※2：競争参加条件地域が中部地方整備局管内の場合は入札説明書に記載する設定地域に支店・営業所有り 

12 表現

変更 

62 3-5-4  企業の技術力等 

（10）ボランティアによる地域貢献 

  

評価対象工事種別  － 

評価対象機関 中部地方整備局又は中部地整管内の事務所 

評価対象期間  表彰日等が審査及び評価の基準日から遡って２年間 

  

62 3-5-4  企業の技術力等 

（10）ボランティアによる地域貢献 

  

評価対象工事種別  － 

評価対象機関 中部地方整備局又は中部地整管内の事務所等 

評価対象期間  表彰日等が審査及び評価の基準日から遡って２年間 

  

０点

実施する 実施しない

ＩＣＴ施工技術の活用

・ＩＣＴ活用工事に
指定された工事に
おいて、本発注工
事でＩＣＴ施工技術
を全面的に活用す
る場合に評価

i-ConstructionにおけるICT舗装工（Ａｓ,Co）を実施
（ICT舗装工（Ａｓ,Co）：施工者希望Ⅰ型）

１点 ０点

　※ＩＣＴ活用工事限定評価
実施する 実施しない

i-ConstructionにおけるICT舗装工（修繕工）を実施
（ICT舗装工（修繕工）：施工者希望Ⅰ型）

１点
０点

実施する 実施しない

　※ＩＣＴ活用工事限定評価

実施する 実施しない

i-ConstructionにおけるICT舗装工（Ａｓ,Co）を実施
（ICT舗装工（Ａｓ,Co）：施工者希望Ⅰ型）

・ＩＣＴ活用工事に指定された工事において、本発注工事でＩＣＴ施工技術を全
面的に活用する場合に評価

ＩＣＴ施工技術の活用

１点 ０点

i-ConstructionにおけるICT舗装工（修繕工）を実施
（ICT舗装工（修繕工）：施工者希望Ⅰ型）

１点

０点

入札説明書に記載する
設定地域に本店有り

競争参加条件地域内に
本店有り

競争参加条件地域内に
支店・営業所有り
かつ中部地整管内に本
店有り

競争参加条件地
域内に支店・営
業所有り

地域内の拠点の有無 ・建設業法に基づき設置された本店、支店、営業所の所在地を評価

２点 １点 ０．５点 ０点

入札説明書に記載する
設定地域に本店有り

競争参加条件地域内に
本店有り

競争参加条件地域内に
支店・営業所有り
かつ中部地整管内に本
店有り※2

競争参加条件地
域内に支店・営
業所有り

地域内の拠点の有無 ・建設業法に基づき設置された本店、支店、営業所の所在地を評価

２点 １点 ０．５点



No 
修正

内容 

修正前 修正後 

頁 ２５０８２７－０１版 頁 ２５０８２７－０２版 

13 内容

変更 

64 3-5-4  企業の技術力等 

（13）新しい担い手（現場代理人・担当技術者）技術者の活用 

 

•現場代理人または担当技術者として、①若手技術者（審査及び評価の

基準日において３５歳以下）または、②女性技術者を１名以上配置、

活用する場合に評価する。技術者の確認書類の添付は不要とする。 

•直接的な雇用関係とし、雇用期間は問わない。 

 

•担当技術者で配置した場合は、他工事との兼務は認めない。 

•監理（主任）技術者と兼任する場合は評価しない。（現場代理人） 

•申請した技術者の途中交代は、理由の如何を問わず、認める。交代す

る新たな技術者については、若手技術者（審査及び評価の基準日にお

いて３５歳以下）または、女性技術者を配置すること。 

•工場製作がある工事等においては、現場据付時期以降に新しい担い手

技術者を配置すること。 

•契約書附則事項に記載する。 

 

64 3-5-4  企業の技術力等 

（13）新しい担い手（現場代理人・担当技術者）技術者の活用 

 

•現場代理人または担当技術者として、①若手技術者（審査及び評価の

基準日において３５歳以下）または、②女性技術者を１名以上配置、

活用する場合に評価する。技術者の確認書類の添付は不要とする。 

•直接的な雇用関係とし、雇用期間は問わない。 

•工事の始期から終期日まで配置すること。 

•担当技術者で配置した場合は、他工事との兼務は認めない。 

•監理（主任）技術者と兼任する場合は評価しない。（現場代理人） 

•申請した技術者の途中交代は、理由の如何を問わず、認める。交代す

る新たな技術者については、若手技術者（審査及び評価の基準日にお

いて３５歳以下）または、女性技術者を配置すること。 

•工場製作がある工事等においては、現場据付時期以降に新しい担い手

技術者を配置できるものであるすること。 

•契約書附則事項に記載する。 

 



No 
修正

内容 

修正前 修正後 

頁 ２５０８２７－０１版 頁 ２５０８２７－０２版 

14 内容

変更 

65 3-5-4  企業の技術力等 

（14）ＩＣＴ施工技術の活用 

1）ＩＣＴ舗装工 
ＩＣＴ活用工事（舗装工）施工者希望Ⅰ型の適用工事におい

て、ＩＣＴ施工技術を全面的に活用する場合に評価する。 

 

評価対象工事種別  設定しない 

評価対象機関 設定しない 

評価対象期間  設定しない 

 
•ＩＣＴ舗装工活用工事計画書において、施工プロセス①～⑤の全

ての段階で活用する場合に評価する。 

•①３次元起工測量  ②３次元設計データ作成 ③ＩＣＴ建設機

械による施工 ④３次元出来形管理等の施工管理 ⑤３次元デー

タの納品 

•契約書附則事項に記載する。 

 

65 3-5-4  企業の技術力等 

（14）ＩＣＴ施工技術の活用 

1）ＩＣＴ舗装工 
ＩＣＴ活用工事（舗装工）施工者希望Ⅰ型の適用工事におい

て、ＩＣＴ施工技術を全面的に活用する場合に評価する。 

 

評価対象工事種別  設定しない 

評価対象機関 設定しない 

評価対象期間  設定しない 

 
•ＩＣＴ舗装工活用工事計画書において、施工プロセス①～⑤の全

ての段階で活用する場合に評価する。 

•①３次元起工測量  ②３次元設計データ作成 ③ＩＣＴ建設機

械による施工 ④３次元出来形管理等の施工管理 ⑤３次元デー

タの納品 

•契約書附則事項に記載する。 

 



No 
修正

内容 

修正前 修正後 

頁 ２５０８２７－０１版 頁 ２５０８２７－０２版 

15 内容

変更 

65 3-5-4  企業の技術力等 

（14）ＩＣＴ施工技術の活用 

2）ＩＣＴ舗装工（修繕工） 

 

•ＩＣＴ舗装（修繕工）活用工事計画書において、施工プロセス

①②⑤の段階で活用する場合に評価する。 

•①３次元起工測量 ②３次元設計データ作成 ③ＩＣＴ建設機械

による施工（施工管理システム） ④３次元出来形管理等の施工管

理  ⑤３次元データの納品 

•契約書附則事項に記載する。 

 

65 3-5-4  企業の技術力等 

（14）ＩＣＴ施工技術の活用 

2）ＩＣＴ舗装工（修繕工） 

 

•ＩＣＴ舗装（修繕工）活用工事計画書において、施工プロセス①～

⑤の全て①②⑤の段階で活用する場合に評価する。 

•①３次元起工測量 ②３次元設計データ作成 ③ＩＣＴ建設機械

による施工（施工管理システム） ④３次元出来形管理等の施工管

理  ⑤３次元データの納品 

•契約書附則事項に記載する。 

 

16 内容

変更 

68 3-5-4  企業の技術力等 

（18）インフラＤＸの取り組み実績 

 

～省略～ 

②ＢＩＭ/ＣＩＭ活用工事の実績は、契約書（ＣＯＲＩＮＳ登録がある

場合は不要）とＢＩＭ/ＣＩＭ実施報告書等（工事名・工期・会社名・

活用した施工実績を証明できる書類）を必ず添付するものとし、添付

がない場合や提出書類により実績が確認できない場合は、評価しない。 

68 3-5-4  企業の技術力等 

（18）インフラＤＸの取り組み実績 

 

～省略～ 

②ＢＩＭ/ＣＩＭ活用工事の実績は、契約書（ＣＯＲＩＮＳ登録がある

場合は不要）とＢＩＭ/ＣＩＭ実施報告書等（表紙と工事概要のページ

の写し工事名・工期・会社名・活用した施工実績を証明できる書類）を

必ず添付するものとし、添付がない場合や提出書類により実績が確認

できない場合は、評価しない。 

 



No 
修正

内容 

修正前 修正後 

頁 ２５０８２７－０１版 頁 ２５０８２７－０２版 

17 内容

変更 

70 （21）新技術開発に関わる受賞企業 【一部見直し】 

 

～省略～ 

•国土技術開発賞（入賞）の受賞実績は評価しない。 

•受賞が証明できる書類を必ず添付するものとし、添付がない場合

や提出書類により実績が確認できない場合は、評価しない。 

 

70 （21）新技術開発に関わる受賞企業 【一部見直し】 

 

～省略～ 

•国土技術開発賞（入賞）の受賞実績は評価しない。 

•受賞が証明できる書類を必ず添付するものとし、添付がない場合

や提出書類により実績が確認できない場合は、評価しない。 

•特定の者のみが実績を有するために公平性が担保できない塗装等

の工種は、評価対象としないことができる。 

18 内容

変更 

75 3-5-5  技術者の技術力 

（7）新しい担い手（監理（主任）技術者）技術者の活用 【新規追

加】 

～省略～ 

•監理（主任）技術者として、①若手技術者（審査及び評価の基準日

において４０歳以下）または、②女性技術者を配置する場合に評価

する。 

•工場製作がある工事等においては、現場据付時期以降に新しい担

い手技術者を配置すること。 

•専任配置の特例等により、他工事と兼務する場合も評価する。 

•契約書附則事項に記載する。 

75 3-5-5  技術者の技術力 

（7）新しい担い手（監理（主任）技術者）技術者の活用 【新規追

加】 

～省略～ 

•監理（主任）技術者として、①若手技術者（審査及び評価の基準日

において４０歳以下）または、②女性技術者を配置する場合に評価

する。 

•工場製作がある工事等においては、現場据付時期以降に新しい担

い手技術者を配置すること。 

•専任配置の特例等により、他工事と兼務する場合も評価する。 

•契約書附則事項に記載する。 



No 
修正

内容 

修正前 修正後 

頁 ２５０８２７－０１版 頁 ２５０８２７－０２版 

19 内容

変更 

78 3-5-7  賃上げの実施に関する評価 

（1）賃上げを実施する企業に対する加点 

 

～省略～ 

•加算点の５％以上の整数で加点を行う。具体的な加点は、3-5-1 評

価項目及び配点の基本的な考え方を参照すること。 

•契約予定日については、開札の日から７営業日後とし、賃上げ評価

期間を設定する。 

 

（2）賃上げが未実行な者に対する減点 

財務省主計局法規課から減点措置の通知のあった企業に対し、通知

日から１年間減点措置を行う。 

•加算点よりも１点大きな減点を行う。 

 

78 3-5-7  賃上げの実施に関する評価 

（1）賃上げを実施する企業に対する加点 

 

～省略～ 

•加算点の３％以上の整数で加点を行う。具体的な加点は、3-5-1 評

価項目及び配点の基本的な考え方を参照すること。 

•契約予定日については、開札の日から７営業日後とし、賃上げ評価

期間を設定する。 

 

（2）賃上げが未実行な者に対する減点 

財務省主計局法規課等から減点措置の通知のあった企業に対し、通

知日から１年間減点措置を行う。 

•加算点よりも１点大きな減点を行う。 

 



No 
修正

内容 

修正前 修正後 

頁 ２５０８２７－０１版 頁 ２５０８２７－０２版 

20 内容

変更 

89 6-1  技術提案履行の確保 

（1）契約書における明記 

（A）施工能力評価型の記載例 

附則 

～省略～ 

（施工能力）  

・新しい担い手（現場代理人・担当技術者）技術者の配置  ※該当する場合に記載 

・新しい担い手（監理（主任）技術者）技術者の配置    ※該当する場合に記載 

・登録○○基幹技能者の配置（○○工） ※該当する場合に記載とし入札時に提出

された資格を記入 

 

（B）技術提案評価型Ｓ型の記載例 

附則 

～省略～ 

（施工能力）  

・新しい担い手（現場代理人・担当技術者）技術者の配置（○○） 

※該当する場合に記載とし工場製作がある工事等においては（現場据付時期以降に配

置）を記入 

・新しい担い手（監理（主任）技術者）技術者の配置  ※該当する場合に記載 

・登録○○基幹技能者の配置（○○工）  ※該当する場合に記載とし入札時に提出

された資格を記入 

89 6-1  技術提案履行の確保 

（1）契約書における明記 

（A）施工能力評価型の記載例 

附則 

～省略～ 

（施工能力）  

・新しい担い手（現場代理人・担当技術者）技術者の配置  ※該当する場合に記載 

・新しい担い手（監理（主任）技術者）技術者の配置    ※該当する場合に記載 

・登録○○基幹技能者の配置（○○工） ※該当する場合に記載とし入札時に提出

された資格を記入 

 

（B）技術提案評価型Ｓ型の記載例 

附則 

～省略～ 

（施工能力）  

・新しい担い手（現場代理人・担当技術者）技術者の配置（○○） 

※該当する場合に記載とし工場製作がある工事等においては（現場据付時期以降に配

置）を記入 

・新しい担い手（監理（主任）技術者）技術者の配置  ※該当する場合に記載 

・登録○○基幹技能者の配置（○○工）  ※該当する場合に記載とし入札時に提出

された資格を記入 

 


